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１ ガイドラインの目的 
 赤磐市は、市民生活や経済活動の基盤となる道路、上下水道、河川、公園、学校などの様々な社

会資本を整備・維持管理するため、毎年、数多くの工事を実施しています。これらの工事を地形、

地質、天候などの自然条件や市街部においては騒音、振動、交通の確保等の社会的な制約条件の中

で完成させるため、必要な調査、検討のうえ工事発注を行っていますが、それでもなお、予見でき

ない事態が発生し、工事内容の変更（設計変更）が避けられない場合が多くあります。 
本ガイドラインは、工事請負契約約款等を踏まえ、設計変更を行う際の発注者及び請負人双方の

留意点や設計変更を行う事例を明示することで、契約関係における責任の所在の明確化及び契約内

容の透明性の向上を図り、設計変更を行わなければならなくなった場合における手続きを円滑化す

ることを目的にしています。 
 

２ 設計変更の基本事項 

（１） 基本原則 
 設計変更の基本原則は赤磐市請負工事設計変更等事務取扱要領第３条第１項で、「設計変更は、当

該工事の目的を変更しない範囲で、かつ、やむを得ない場合のほか、これを行うことができない。」

とされ、次のような場合は、上記の設計変更の基本原則の範囲を越えるものですので、設計変更に

より対応することはできません。 
～設計変更の基本原則の範囲を超えるもの～ 

◎ 請負金額が当初の３０％を超えて増減する 
◎ 当初契約した施工場所以外の場所での施工を追加する 
◎ 当初の工事目的と関係のない工種を追加する 

※原則として設計変更出来ない具体的な事例 

   ◎ 設計図書に条件明示のない事項において、発注者との「協議」を行わず請負者が独自に

判断して施工を実施した場合 

   ◎ 発注者と「協議」を行っているが、発注者からの回答前に施工を実施した場合 

   ◎ 「承諾」で施工した場合 

   ◎ 工事請負契約書、仕様書に定められた所定の手続きを経ていない場合 

   ◎ 指示・協議、書面によらない場合 

   ◎ 発注者内の関係部局に指示・協議等の内容が設計変更の対象とするか等未調整の場合 
    注１ 指示とは、監督員が請負者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって 
      示し、実施させることをいう。 
    注２ 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員又は請負者が

書面により同意することをいう。 
    注３ 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と請負者が対等の立場

で合議し、結論を得ることをいう。 
 

（２） 設計変更を行う場合 
 工事請負契約約款（以下「約款」という。）に設計変更を行う場合について規定されています。 

表１ 主な設計変更を行う場合とその根拠条文 

設計変更を行う場合 根 拠 
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１ 設計書、図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書（以

下「設計図書」）が互いに一致しない場合（５－１） 

約款第18条 

第1項第1号 

２ 設計図書に誤り又は脱漏がある場合（５－２） 約款第18条 

第1項第2号 

３ 設計図書の表示が明確でない場合（５－３） 約款第18条 

第1項第3号 

４ 設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致

しない場合（５－４） 

約款第18条 

第1項第4号 

５ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特

別な状態が生じた場合（５－５） 

約款第18条 

第1項第5号 

６ 発注者が必要と認め、設計図書の内容を変更する場合（５－６） 約款第19条 

７ 工事用地等が確保できないため又は請負人の責めに帰すことのできないも

のにより、請負人が工事を施工できないと認められる（工事を一時中止する

必要がある）場合（５－７） 

約款第20条 

第1項 

８ 発注者が、請負人が行う「設計図書の照査」の範囲をこえる作業を指示した

場合（５－８） 

仕様書 

９ 客観的に工事の内容の変更が避けられないと認められ、かつ早急に工事の内

容を変更しなければ工事の目的達成に支障があると発注者が認め、指示をし

た場合（５－９） 

約款第9条 

第4項 

 上記以外にも約款では、支給材料及び貸与品（約款第15条）、設計図書に不適合な場合の措置等

（約款第17条）などにおいて設計変更する場合があることを規定しています。 

 しかし、上表にあてはまる場合であっても、設計変更の基本原則の範囲を越える場合は、設計変

更により対応することはできません。 

また、発注者の指示を受けずに工事内容を変更して施工するなど、正規の手続きを経ていない場

合も、設計変更により対応することはできません。 

 

３ 発注者（赤磐市）の留意事項 

請負工事の施工は設計図書に従い行われるため、発注者は、請負人が工事の目的に沿った適切な

施工ができるよう、必要な施工条件を明示した設計図書を作成し、また、変更の必要がある場合は

請負人に対して書面により指示を行わなければなりません。 

また、工事目的と関係のない工種の追加や別の工事で施工すべき工種の追加を請負人に対して指

示を行ってはいけません。 

 

適切に工事を施工するため、発注者は次の事項に留意しなければなりません。 

◎ 設計変更を行う必要が生じた場合など、必要な指示、協議等を書面で行う（約款第１条第 5

項）。 

◎ 請負人から設計図書についての確認の請求があった場合は、請負人の立会いの上、調査を行

う（約款第18条第2項）。 

◎ 設計変更後の請負金額や工期は、請負人と協議の上、決定する（約款第23条、第24条）。 

 

４ 請負人の留意事項 

請負人は、工事の目的を達せられるよう施工する義務があり、そのため工事の施工にあたって発
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注者の意図、設計図書、現場条件などを確認する必要があります。 

適切に工事を施工するため、請負人は次の事項に留意しなければなりません。 

◎ 設計図書と工事現場に相違がある、必要な条件明示がされていないなど施工する上で疑問が

生じた場合は、速やかに発注者に通知する（約款第18条第1項）。 

◎ 数量、仕様等の設計図書の変更が必要な場合は、その旨、発注者と協議を行い、発注者の書

面による指示に従い施工する（独自の判断で施工しない）。 

 

５ 設計変更を行う場合の具体的な事例及び手続き 

工事を実施していく中で、２（２）の表１に示した理由により、当初の設計図書どおりに工事を

できない場合があります。 

このような場合、工事目的を達成するために設計図書の内容を変更し、それに応じて工期、請負

代金額を変更することになります。 

以下に、設計変更を行う場合の具体的な事例と設計図書、工期、請負代金額の変更を行うまでの

手続きをフロー図で示します。 

 

５－１ 設計図書が互いに一致しない場合（約款第18条第1項第1号） 

（１）具体的な事例 

◎ 図面と設計書でＨ鋼の規格が一致しない。 

◎ 図面と設計書で管の口径が一致しない。 

◎ 図面と設計書の数量（管布設延長、舗装面積、材料、仕様等）が一致しない。 

５－１から５－３の２つ以上に当てはまる事例もありますが、設計変更の際の取扱には差がない

ので、厳密に区分する必要はありません。 

（２）設計変更を行うまでの手続き 

設計図書が互いに一致しないことが判明した時点から、設計変更するまでに発注者と請負人が行

う手続きを図１に示します。 

なお、５－２～５－５の場合の手続きも５－１の場合の手続きと共通です。 

 

図１ 設計図書が互いに一致しない場合の手続き 

（５－１～５－５共通） 

 

 

 

 

 

 

 

請負者 発注者
直ちに発注者に通知し、確認を請求（約
款第18条第１項）

請求内容を確認するため、調査の実施を
決定（約款第18条第2項）

請負人の意見を聞いた上で結果を取りま
とめ、請負人に通知（約款第18条第3項）

必要ある場合、発注者が設計図書の訂
正又は変更（約款第18条4項）

発注者、請負人立会いの上、調査を実施（約款第18条第2項）

工期、請負代金額を変更する必要がある場合は、当該契約締結時の価格を基礎として、発
注者、請負人協議して決定（約款第23条及び第24条）
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５－２ 設計図書に誤り又は脱漏がある場合（約款第18条第1項第2号） 

（１）具体的な事例 

① 設計図書に誤り 

◎ 図面により同一部分の舗装構成が異なっている。 

◎ 設計図書に示されている矢板の打設方法では、条件明示されている土質で施工できない。 

② 設計図書に脱漏がある場合 

◎ 条件明示する必要がある場合にも係わらず、土質に関する一切の条件明示が無い。 

◎ 条件明示する必要がある場合にも係わらず、地下水位に関する一切の条件明示がない。 

   ◎ 条件明示する必要があるにも係わらず、交通整理員についての条件明示がない。 

   ◎ 使用する部材の品質が明示されていない。 

   ◎ 図面に示されている器具が設計書に計上されていない。 

（２）設計変更を行うまでの手続き 

  図１と同じです。 

 

５－３ 設計図書の表示が明確でない場合（約款第18条第1項第3号） 

（１）具体的な事例 

◎ 土質柱状図は明示されているが、地下水位が不明確である。 

◎ 水替工実施の記載はあるが、作業時、常時などの運転状況等の明示がない。 

◎ 使用する材料の規格（種類、強度等）が明確に示されていない（明示が不十分である）。 

（２）設計変更を行うまでの手続き 

  図１と同じです。 

 

５－４ 設計図書と実際の工事現場が一致しない場合（約款第18条第1項第4号） 

（１）具体的な事例 

   ◎ 設計図書に明示された土質や地下水位と工事現場の土質や地下水位が一致しない。 

   ◎ 設計図書に明示された地盤高と工事現場の地盤高が一致しない。 

   ◎ 設計図書に明示された舗装版、地下埋設物等と工事現場の舗装版、地下埋設物等が一致

しない。 

   ◎ 設計図書に明示された地下埋設物の位置と工事現場での位置が一致しない。 

   ◎ 設計図書に明示された地形と工事現場の地形とが一致しない。 

   ◎ 設計図書に明示された機械設備の寸法と設置箇所の寸法が一致しない。 

   ◎ 設計図書に明示された補修箇所の形状と補修部品の形状が一致しない。 

   ◎ 設計図書に明示された交通整理員の人数と規制図が一致しない。 

   ◎ 設計図書に明示された劣化の範囲、劣化の程度と実際の劣化の範囲、劣化の程度が一致

しない。 

   ◎ 設計図書に明示された地盤改良材、配合量で想定している改良後の強度と工事現場での

試験による改良後の強度が一致しない。 

（２）設計変更を行うまでの手続き 

  図１と同じです。 

 

５－５ 予期することのできない特別な状態が生じた場合（約款第 18 条第 1 項第 5
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号） 

発注者が設計図書において施工条件として定めなかった事項に関して、工事着手後に予期するこ

とのできない特別な常態が生じた場合、契約締結や工事施工の前提が大きく変わり、請負人が当初

の設計図書どおりに施工することが困難又は不適当であるので、設計変更を行います。 

（１）具体的な事例 

   ◎ 工事範囲の一部に軟弱な地盤があり、地盤改良が必要になった。 

   ◎ 埋蔵文化財が発見され、調査が必要となった。 

（２）設計変更を行うまでの手続き 

  図１と同じです。 

 

５－６ 発注者が必要と認め、変更する場合（約款第19条） 

 発注者は、仕様や施工方法等を十分検討した上で設計図書を作成し工事発注していますが、工事

の施工途中において、発注当初の判断を変更せざるを得ない事態が生じることがあります。そのよ

うな場合、設計変更を行います。 

（１）具体的な事例 

   ◎ 地元調整の結果、施工範囲を拡大（縮小）する。 

   ◎ 地元調整の結果、施工時間、施工日を変更する。 

   ◎ 同時に施工する必要がある工種が判明し、その工種を追加する。 

   ◎ 施設の維持管理方法が具体化し、施工内容を変更する。 

   ◎ 警察（河川、鉄道）等の管理者、電気（ガス）等の事業者、消防署等の協議等により、

施工内容の変更、工事の追加をする。 

   ◎ 関連する工事の影響により施工条件が変わったため、施工内容を変更する。 

   ◎ 工事現場の安全管理上、フェンス等の防護施設（共通仮設費に含まれるものを除く。）が

必要と判断し、追加する。 

   ◎ 当初設計で指定していた建設副産物の処分先を変更する。 

   ◎ 仕様材料を変更する。 

   ◎ 隣接工事との調整で、交通整理員の人数を変更する。 

（２）設計変更を行うまでの手続き 

図２ 発注者の都合により設計変更を行う場合の手続き 

（５－６） 

請負者 発注者
設計変更の必要があると判断（約款第19
条）

発注者が設計図書の変更を行い、請負
人にその内容を通知（約款第19条）

工期、請負代金額を変更する必要がある場合は、当該契約締結時の価格を基礎として、発
注者、請負人協議して決定（約款第23条及び第24条）

 
 

５－７ 工事を一時中止する必要がある場合（約款第20条） 

 工事用地等の確保が出来ない等のため又は自然的若しくは人的な事象であって請負人の責めに帰

すことができないものにより、工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したた
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め、請負人が工事を施工できないと認められる場合。 

 ここでいう「工事の一時中止」は工事の打切りではありません。また、請負人が工事を施工で

きないと認められる場合、発注者は工事の全部又は一部の中止を請負人に命じなければなりま

せん。 

（１）具体的な事例 

① 工事用地等の確保ができない場合 

   ◎ 発注者の義務である工事用地等の確保が行われていない。 

   ◎ 設計図書に工事着工時期が定められているが、その期日までに請負人の責によらず施工

できない。 

   ◎ 警察（河川、鉄道）等の管理者間の協議が終わっていない。 

   ◎ 管理者間協議の結果、施工できない期間が設定された。 

② 自然的若しくは人為的な事象により工事を施工できない場合 

   ◎ 請負人の責によらない何らかの事象（地元調整等）が生じた。 

   ◎ 設計図書に定められた期日までに詳細設計が未了のため、施工できない。 

   ◎ 予見できない事態（地中障害物の発見等）が発生した。 

   ◎ 設計図書と実際の施工条件の相違又は設計図書の不備が発見されたため施工を続けるこ

とが不可能と認められる。 

   ◎ 別契約の関連工事の進ちょくが遅れた。 

   ◎ 設計時に行った関係機関との基本協議に基づく施工方法が、工事契約後に行った詳細協

議で変更された。 

（２）設計変更を行うまでの手続き 

図３ 工事を一時中止する場合の手続き（５－７）

請負者 発注者

発注者は、工事の一時中止を請負人に
通知し、工事の全部又は一部の施工を一
時中止させなければならない。（約款第20
条第1項）

通知された内容の工事を一時中止

発注者は、必要があると認められるとき
は、工期又は請負代金額を変更し、必要
な経費を負担（約款第20条第3項）

請負人の責めに帰すことができないものの為、請負人が工事を施工することが出来ない事
態が発生（約款第20条）

工期、請負代金額を変更する必要がある場合は、当該契約締結時期の価格を基礎として、
発注者、請負人協議して決定（約款第23条及び第24条）

 

５－８ 発注者が「設計図書の照査」の範囲を超える作業を指示した場合 

請負人は、５－１～５に示した状態が生じた場合、この事実を監督員に通知しなければなりませ

ん。また、この後に行う調査について、監督員に対し意見を言う機会があります。 

請負人は、これらの通知や意見を書面により行う必要がありますが、この際に請負人が作成する

べき資料の範囲（請負人が行う「設計図書の照査」の範囲）を超えるものとして、次のものなどが

想定されます。 

発注者は、請負人に「設計図書の照査」の範囲を超える設計図書の訂正又は変更を実施させる場

合において、必要があると認められる場合は、工期、請負代金額を変更しなければなりません。 
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（１）「設計図書の照査」の範囲を超えるもの 

   ◎ 現地測量の結果、横断図を新たに作成する必要があるもの。又は縦断計画の見直しを伴

う横断図の再作成が必要となるもの。 

   ◎ 現地測量の結果、排水路計画を新たに作成する必要があるもの。又は土工の縦横断計画

の見直しが必要となるもの。 

   ◎ 構造物の位置や計画高さ、延長が変更となり構造計算の再計算が必要となるもの。 

   ◎ 構造物の載荷高さが変更となり、構造計算の再計算が必要となるもの。 

   ◎ 現地測量の結果、構造物のタイプが変更となるが標準設計で修正可能なもの。 

   ◎ 構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合の構造計算の再計算及び図面作成が

必要となるもの。 

   ◎ 基礎杭が試験杭等により変更となる場合の構造計算及び図面作成。 

   ◎ 土留め等の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算及び図面作成。 

   ◎ 「設計要領」・「各種示方書」等との対比設計。 

   ◎ 構造物の応力計算書の計算入力条件の確認や構造物の応力計算を伴う照査。 

   ◎ 設計根拠まで遡る設計図書の見直し。 

   ◎ 舗装修繕工事の縦横断設計（当初の設計図書において縦横断面図が示されており、その

修正を行う場合とする。なお、設計図書で縦横断図が示されておらず路面切削工、切削

オーバーレイ工、オーバーレイ工等に該当し縦横断設計を行うものは設計照査に含まれ

る）。 

   ◎ 現地調査の結果、既存の埋設物（ケーブル、配管等）等の位置や内容の見直しの必要が

生じた場合。 

   ◎ 現場調査の結果、設計図書で明示している既存設備の機能や能力等が異なる場合の容量

計算及び図面作成。 

適正な設計図書に基づく数量の算出及び完成図については、請負人の費用負担によるものとな

ります。 

（２）設計変更を行うまでの手続き 

図４ 設計図書の照査の範囲を超える指示をした場合の手続き（５－８） 

請負者 発注者
直ちに発注者に通知し、確認の請求を請
求（約款第18条第1項）

請求を受けたとき、自ら気づいたときは、
調査の実施を決定（約款第18条第2項）

請負人の意見を聴く（約款第18条第3項）
際に、請負人が行うべき設計図書の照査
の範囲を超える資料の提出を指示

発注者の指示に基づき資料を作成

必要がある場合、発注者が設計図書の
訂正又は変更（約款第18条第4項）

発注者は、必要があると認められるとき
は、工期又は請負代金額を変更し、必要
な費用を負担（約款第20条第3項）

発注者は、請負人立会いの上、調査を実施（約款第18条第2項）

工期、請負代金額を変更する必要がある場合は、当該契約締結時の価格を基礎として、発
注者、請負人協議して（約款第23条及び第24条）
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５－９ 客観的に工事の内容の変更が避けられず、かつ早急に工事の内容を変更し

なければ工事の目的達成に支障があると認められる場合（約款第9条第4項） 

前述の５－１～８の場合で、客観的に設計変更が避けられず、かつ、早急に変更しなければ工事

の目的達成に支障があると発注者が認め、請負人に対して監督員の指示又は承諾により工事の内容

変更を指示した場合が該当します。 

（１）具体的な事例 

５－１～８の具体的な事例を参照してください。 

（２）設計変更を行うまでの手続き 

図５ 監督員の指示又は承諾により設計変更する場合の手続き（５－９） 

請負者 発注者

発注者の指示に従い工事の内容を変更
して施工

発注者は、請負人に対して工事内容の変
更を指示又は承諾（約款9条第4項）

発注者が設計図書の変更を行う（約款第
18条第4項又は第19条）

工期、請負代金額を変更する必要がある場合は、当該契約締結時の価格を基礎として、発
注者、請負人協議して決定（約款第23条及び第24条）

客観的に工事の内容の変更が避けられず、かつ、早急に変更しないと工事の目的達成に支
障がある事実が発生

 
 

６ 追加工事について 

工事内容の変更を行う場合、それに伴って設計変更手続きを行いますが、その変更部分が「設計

変更の基本原則」を超えるものについては、設計変更手続きを行なうことはできません。この場合、

当該設計変更部分の工事については、必要に応じて、当初の工事とは別の工事（以下、「追加工事」

という。）として発注を行います。 

この場合でも、工事発注の原則は競争入札であるため、追加工事が必ず随意契約で発注されるわ

けではありません。随意契約により契約を締結する場合は、設計変更の対象となる先行する工事（以

下「元工事」という。）がまだ施工中であることを前提に、追加工事が元工事と密接に関連している

必要があります。具体的には、原則として、同一工事場所であること、追加工事の履行期限が元工

事の工期内であること等、が求められます。 

 



別表 施工条件の明示事項とそのポイント
明示項目 明示事項 条件明示のポイント

① 先行する工事において他の工事に影響を及ぼ
す 個所がある場合は、部分的に工期を設定す
る（対象個所及び当該個所の完成期限)

② 後発の工事において、他の工事から影響を受
ける箇所については、対象箇所及び施工の実施

① 当初発注の段階で施工時期、施工時間及び施
工方法について、制限の内容が予測できる場合
は、その内容

② 制限が生じることが予想されるが、具体的な
内容が予測できない場合。その年によって制限
の内容が変動する場合等においては、当初発注
において制限がないことを前提とする旨の明
示。この場合には、制限が生じた時には発注者
と受注者が別途協議する旨を明示

① 協議成立時期が具体的に見込まれる場合は、
協議を平行して進めていることを記載するとと
もに成立見込み時期を明示

② 協議の結果、工程等について何らかの制約を
受けることが予想される場合は、その内容につ
いてもあらかじめ明示

③ 特に協議により試験施工が必要となり、その
実施時期又は試験施工の結果、工程に大きな影
響を受ける可能性がある場合は、別途協議する
旨明示

① 施工時期について付された条件を具体的に明
示

② 他官庁とのトラブルを避け円滑な工事の実施
を図るため、不測の事態等により条件を満たし
えない可能性が生じた場合には監督職員への報
告、対策についての協議を行う旨明示

① 全体工期とともに、余裕工期の終期（実工期
の始期）を明示

② 余裕工期内には、資材の搬入、仮設物の設置
等工事の着手を行ってはならない旨明示

6. 工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の
事前調査を必要とする場合は、その項目及び調
査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されて
いる 場合は、その移設期間

① 期間等について具体的に明示し、埋設物管理
者の都合等によりそれが変更になった場合、設
計変更協議の対象となる旨明示

7. 設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能
日数

① 　雨天、休日等の日数を明示

① 用地取得が終了していない範囲を明示すると
もに、確保の見込み時期を明示

② 期日までに用地が取得されない場合において
も、他の工事の進捗に支障が生じないよう、請
負者があらかじめ工程上の配慮をしておく必要
がある旨明示

2. 　工事用地等の使用終了後における復旧内容

3. 工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさ
せる場合、その場所、範囲、時期、期間、使用
条件、復旧方法等

① 使用する土地の位置、範囲を明示。この場
合、図面等を用いて、わかりやすく表現するす
ることが望ましい

② 仮設ヤードの周辺に立入り防止柵を設置する
こと等の条件がある場合には、その内容の明示

③ 受注者が施工計画上の都合により、製作場所
を変更する可能性がある場合には、監督職員と
協議する旨明示

① 特定の工種について、施工方法、機械施設、
施工時間を指定する場合は、対象となる工種、
範囲について明らかにしたうえで指定の内容を
具体的に明示

当該工事の関係機関等との協議に未成立のも
のがある場合は、制約を受ける内容及びその協
議内容、成立見込み時期

関係機関、地方公共団体等との協議の結果、
特定された条件が付され当該工事の工程に影響
がある場合は、その項目及び影響範囲

他の工事の開始又は完了の時期により、当該
工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合
は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完
了の時期

施工時期、施工時間及び施工方法が制限され
る場合は、制限される施工内容、施工時期、施
工時間及び施工方法

1.

余裕工期を設定して発注する工事について
は、工事の着手時期

工事用地等に未処理部分がある場合は、その
場所、範囲及び処理の見込み時期

施工者に消波ブロック、桁製作等の仮設ヤー
ドとして公有地等及び発注者が借り上げた土地
を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、
期間、使用条件、復旧方法等

工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排
出ガス等）のため、施工方法、建設機械・設
備、作業時間等を指定する必要がある場合は、
その内容

公害関係

1.

2.

3.

4.

5.

1.

4.

工程関係

用地関係



② 発注当初の段階では、施工方法を指定する必
要が生じることが予想されるものの、具体的内
容について指定ができない場合は「公害が生じ
る恐れがある場合には発注者に報告及び協議す
る」旨を明示

③ 騒音、振動等の測定を指定する場合は、測定
箇所、内容等を明示

2. 水替・流入防止施設が必要な場合は、その内
容、期間

① 　防護施設の内容・期間等を具体的に明示

3. 濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とす
る場合は、その内容（処理施設、処理条件等）

① 明示する内容は個々の工事によって異なるた
め排水に関しては不確定要素が多い。予想外の
出水量又は悪水が湧出した場合に、設計変更の
協議の対象となるよう配慮

① 家屋調査等については、家屋調査数、家屋面
積、調査内容及び報告書の作成方法等について
明示

② 特に家屋数、家屋面積は設計変更を行うため
に不可欠であり必ず明示

③ 調査方法等の具体的内容について記載しない
場合は、監督職員と協議する旨明示

① 指定する内容が具体的に把握できるよう交通
整理員の人数、視線誘導標の個数及び各々の配
置期間等明示。その場合、必要に応じ図面によ
り配置を指定

② 実施に当たって不都合が生じた場合、現地の
状況、関係機関との協議により数量の増減、処
理方法の変更が生じた場合等においては、監督
職員と協議を行う旨明示

2. 鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近
接する工事での施工方法、作業時間等に制限が
ある場合は、その内容

① 　制限の内容を具体的に明示

3. 落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が
必要な場合は、その内容

① 防護施設の内容を具体的に明示。又、施設の
内容が発注段階で決まっていない場合は、監督
職員と協議する旨明示

① 　制限の内容を具体的に明示

② 施工中に近隣への影響が生じた場合に速やか
に的確な対応ができるよう、異常が発生した場
合の監督職員への報告及び対応策の協議が必要
である旨明示

5. 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気
設備等が必要な場合は、その内容

① 　対策の内容を具体的に明示

　一般道路を搬入路として使用する場合 ① 運搬経路の指定を行う場合は、図面での表示
又は路線名を列挙する等、経路が明確になるよ
う明示

(1) 工事用資機材等の搬入経路、使用期間、
使用 時間帯等に制限がある場合は、その経
路、期間、時間帯等

② 工事用車両の通行が認められない地域がある
場合は、その範囲が明確になるよう明示

(2) 搬入路の使用中及び使用後の処置が必要
である場合は、その処置内容

③ 事前調査において不確定部分があり、発注後
に対応する必要がある場合は、その旨明示

④ 補修、散水等について、材料、数量等を指定
する場合は、具体的に明示

　仮道路を設置する場合 ① 仮道路については、発注者の必要とする最小
限の条件のみ明示し、他の条件は任意とする

(1) 仮道路に関する安全施設等が必要である
場合は、その内容、期間

② 借地により仮道路を設ける場合は、借地料の
負担有無を明確にするとともに、砂利の飛散防
止等の借地条件が付されている場合は、その内
容を明示

(2) 仮道路の工事終了後の処置（存置又は撤
去）

③ 補修材の要否及び量について当初発注の段階
で指定できない場合は、監督職員と協議する旨
明示

(3) 仮道路の維持補修が必要である場合は、
その内容

① 工事完了後も存置させることを指定する場合
は、工事完了後の損料、撤去費の負担等の条件
を明示

② 発注当初において定まっていない場合は、別
途協議する旨明示

4. 工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地
盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等に起因す
る事業損失が懸念される場合は、事前・事後調
査の区分とその調査時期、未然に防止するため
に必要な調査方法、範囲等

交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設
備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作
業等に制限がある場合は、その内容

仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に
引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は、
その内容、期間、条件等

工事用道路
関係

安全対策
関係

1.

4.

1.

2.

交通安全施設等を指定する場合は、その内
容、期間

仮設備関係 1.



① 仮設備の構造を指定する場合は、図面等を明
示

② 仮設備について、災害又は予測できない事
故、事態等が発生した場合に損害の補償につい
て協議の対象となるよう配慮

3. 仮設備の設計条件を指定する場合は、その内
容

① 仮設備について、災害又は予測できない事故
事態等が発生した場合に損害の補償について協
議の対象となるよう配慮

2. 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が
必要な場合は、その内容

① 再生処理について公共事業が先導的役割を果
たすため、発注者が明示する処理については、
可能な限り再生処理とすることが重要

① 処理場において、受入れ時間等の条件を付さ
れている場合には、その内容を明示

② 明示した処理場において処理費用が必要であ
る場合には、発注者の積算に処理費用を含んで
いるか否かを明示

① 支障物件の種類、管理者、位置、管理者との
協議の状況、移設する場合の時期、防護等の必
要性等の必要事項。特に管理者の立会いが必要
となる場合は、管理者の都合で工程に影響がで
る場合があるので、その要否を明示

② 現場内工事等多数の企業者による占用物件が
ある場合に、落ちがないよう十分留意

① 占用工事の工事主体、工期、当該工事との位
置関係を明示。特に請負者が占用企業者との協
議を行う必要がある場合はその旨明示

② 占用工事が予定通り終了しないことにより、
当該工事の工程に影響が生ずる場合に、設計変
更の協議の対象となるよう配慮

2. 　周辺環境への調査が必要な場合は、その内容 ① 　水質調査等の具体的内容を明示

1. 工事用資機材の保管及び仮置きが必要である
場合は、その保管及び仮置き場所、期間、保管
方法等

① 工事用地不足のため、仮置き場所が工事現場
から離れている場合は、特に場所について詳細
に明示

2. 工事現場発生品がある場合は、その品名、数
量、現場内での再使用の有無、引き渡し場所等

① 監督職員による品質検査等引渡しに当たって
の条件がある場合は、その内容を明示

3. 支給材料及び貸与品がある場合は、その品
名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引
渡期間等

① 貸与にあたり、無償・有償の別、遵守すべき
取扱い要領、保険への加入等条件がある場合
は、その内容を明示

4. 関係機関・自治体等との近接協議に係る条件
等その内容

5. 仮設工法を指定する場合は、その施工方法及
び施工条件

6. 　工事用電力等を指定する場合は、その内容 ①

7. 新技術・新工法・特許工法を指定する場合
は、その内容

8. 部分使用を行う必要がある場合は、その箇所
及び使用時期

9. 　給水の必要がある場合は、取水箇所・方法等 ① 給水の使用にあたり、給水設備の使用規定等
遵守すべき条件がある場合は、その内容を明示

仮設備の構造及びその施工方法を指定する場
合は、その構造及びその施工方法

建設発生土が発生する場合は、残土の受入場
所及び仮置き場所までの距離、時間等の処分及
び保管条件

処分場において、受入れ可能な土の種類等詳
細な条件が付されている場合は、その内容を明
示

2.

①

建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合
は、その処理方法、処理場所等の処理条件。な
お、再資源化処理施設又は最終処分場を指定す
る場合は、その受入場所、距離、時間等の処分
条件
地上、地下等への占用物件の有無及び占用物

件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件
名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護
等

地上、地下等の占用物件工事と重複して施工
する場合は、その工事内容及び期間等

工事支障物
件等

建設副産物
関係

1.

3.

1.

2.

薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区
分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長
及び注入量、注入圧等

土中において行われる工事であるため不確定
要素が多く、実施状況に応じて注入量等の変更
が的確にできるよう配慮。通達等に記載された
諸事項について落ちがないよう詳細に明示

電力の使用にあたり、電力設備の使用規定等
遵守すべき条件がある場合はその内容を明示

その他

薬液注入関
係

1. ①



 
年  月  日 

 
（ 発 注 者 ） 殿 

 
 住所 
 
氏名             印 

 
 

設計図書等との不一致等の確認について 
 
 次の工事を施工するにあたり、設計図書等との不一致等が生じたので、確認

を願いたく、工事請負契約書第１８条第１項の規定により申請します。 
 

１ 工 事 名  

２ 工 事 場 所  

３ 契 約 年 月 日 年  月  日 

４ 工 期 年  月  日 から   年  月  日まで 

５ 不一致等の内容 

 

 



 
年  月  日 

 
 殿 

 
  
発注者               印 

 
 

設計図書等との不一致等確認事項に関する措置について 
 
   年  月  日付けで確認請求のありました事項ついては、次のとおり

措置することにしましたので、工事請負契約書第１８条第３項の規定により通

知します。 
 

１ 工 事 名  

２ 工 事 場 所  

３ 契 約 年 月 日 年  月  日 

４ 措置決定事項 

 

 



 
年  月  日 

 
 殿 

 
  
発注者               印 

 
 

設計図書の変更について 
 
 次の工事について、設計図書を変更する必要が生じたため、赤磐市工事請負

契約約款 第１８条第４項 の規定により通知します。 
 
１ 

工 事 名 
 

２ 

工 事 場 所 
 

３ 

契 約 年 月 日 
年  月  日 

４ 

設 計 図 書 の 

  

変 更 内 容 

 

 

 



 

 

年  月  日 

 

     （請 負 者）   殿 

 

（発注者）        印 

 

工事請負契約書第２３条に係る変更に 

ついて（協議） 
 

     年 月 日付けで請負契約を締結した下記工事について、別紙工事請負変更契約

書（案）により契約変更したく協議する。 

 なお、承諾のうえは同契約書  部に記名押印のうえ提出されたい。 

 

記 

 

１．工 事 番 号 

２．工 事 名 

３．路線・河川名 

４．工 事 場 所 

５．請 負 金 額 

 

６． 
事   項 既   契   約 変      更 

  

 

工   期 

年  月  日から 

 

年  月  日まで 

 

年  月  日から 

 

年  月  日まで 

 

 

７．協 議 理 由 

 

 

 

８．協 議 開 始 日         年   月   日 

９．協議が整わない場合 

協議開始日から１４日以内に協議が整わない場合には、契約書第２３条第１項に基

づき、当該協議事項を決定し、通知したものとする。 



 

 

年  月  日 

 

 （請  負  者）  殿 

 

 

（発  注  者）        印 

 

 

工事請負契約書第２４条に係る変更に 

ついて（協議） 
 

  年  月  日付けで、請負契約を締結した下記工事について、別紙工事請負変更契約

書（案）により契約変更したく協議する。 

 

記 

 

１．工 事 番 号 

 

２．工 事 名 

 

３．路線・河川名 

 

４．工 事 場 所 

 

５．工     期    年  月  日から   年  月  日まで 

 

６．図面及び仕様書 

 

７．そ の 他  協議開始日        年  月  日 

 



 

 

年  月  日 

 

     （請  負  者）  殿 

 

（発  注  者）         印 

 

工事請負契約書第２４条に係る協議が整わな 

かった場合の通知について 
 

  年  月  日付けで協議した事項について、協議開始日から１４日以内に協議が整わ

ないので協議事項を決定し通知する。 

なお、別紙工事請負変更契約書により契約変更するので、同契約書  部に記名押印のう

え提出されたい。 

 

１．工 事 番 号 

 

２．工 事 名 

 

３．路 線 ・ 河 川 名 

 

４．工 事 場 所 

 

５．協 議 開 始 日      年  月  日 

 

６．請負代金額の変更額                    円 

                （内消費税額         円） 

 

７．変 更 工 期      年  月  日から 

                 年  月  日まで 

 

８．図 面 及 び 仕 様 書 

 



 
年  月  日 

 
 殿 

 
  
発注者               印 

 
 

工事の全部又は一部の施工の一時中止について 
 
 次のとおり工事の全部又は一部の施工を一時中止したいので、工事請負契約

書第２０条第１項（第２項）の規定により通知します。 
 

１ 工 事 名  

２ 工 事 場 所  

３ 契 約 年 月 日 年  月  日 

４ 工 事 施 工 の 

  中 止 内 容 

 

 

 




